
公立大学法人 九州歯科大学
研究費使用ルール資料

（平成２９年度改定）
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研究者や事務職員の行動規範について
公立大学法人九州歯科大学における研究費の使用に関する行動規範

（平成２７年３月２５日策定）

学術研究活動は、福岡県からの交付金及び国からの補助金並びに学生からの納付金など種々の財源から支えられていることから、本学は、

本学で管理・執行する、競争的研究資金を含むすべての研究費（以下「研究費」という。）を適正に管理運用することが、社会的責務とし

て求められている。

研究費の不正使用は、本学のみならず、学術研究に対する福岡県民及び国民の信頼をも揺るがしかねない。

これらを踏まえ、本学の研究費の適正な管理運用を目的として、本学就業規則又は雇用規程により雇用される教職員（以下「教職員等」

という。）が遵守すべき行動の規範をここに定める。

１ 教職員等は、研究費が大学の管理する公的な資金であることを認識し、公正かつ効率的に使用しなければならない。

２ 教職員等は、研究費の使用に当たり、関係する法令・通知及び本学が定める規程等、並びに事務処理手続き及び使用ルールを遵守し

なければならない。

３ 研究者は、研究計画に基づき、研究費の計画的かつ適正な使用に努めなければならない。また、事務職員は、研究活動の特性を理解

し、効率的かつ適正な事務処理を行わなければならない。

４ 教職員等は、相互の理解と緊密な連携を図り、協力して研究費の不正使用を未然に防止するよう努めなければならない。

５ 教職員等は、研究費の使用に当たり取引業者との関係において福岡県民及び国民の疑惑や不信を招くことのないよう公正に行動しな

ければならない。

６ 教職員等は、研究費の取扱いに関する研修等に積極的に参加し、関係法令等の知識習得、事務処理手続き及び使用ルールの理解に努

めなければならない。
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九州歯科大学 研究費の管理体制
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最高管理責任者（学長）

統括管理責任者
（事務局長）

不正通報窓口
経営管理部総務班

コンプライアンス
推進責任者
（学部長）

内部監査体制
（監督責任者：学長）

不正防止計画推進室
（室長：事務局長）

連携

・室長は統括管理責任者
・構成員は学部長、大学院科長、他室長が
推薦する者を学長が任命

・不正の発生要因に対する不正防
止計画の推進状況把握

・研究費の運営、管理に係る実態の把握

・公的研究費の使用についての相談窓口
・研究費の不正使用に関する通報窓口
・統括管理責任者への報告

・不正防止体制の確認・検証
・監事及び会計監査人と連携

監事

会計監査人

連携

・最高管理責任者を補佐
・研究費の運営、管理について
機関全体を統括

・研究費の運営、管理についての最終責任
・不正防止計画の策定及び実施

調査委員会

・研究費不正の調査の実施
・異議申立ての審査
・再調査の実施
・外部委員も含めた構成員で組織

・部局の取り組みに対し、実施状況
を把握し、統括管理責任者に報告

・コンプライアンス教育の実施
・研究費の執行について適切な使
用か確認、モニタリングをする



本ルール資料内の資金一覧図

公的資金

・科学研究費
・各政府省庁等の補助金

競争的資金

・個人研究費
・学長重点枠研究費
・受託、共同研究費
・奨学寄附金、研究助成金

法人内の主な経費
・法人費
・一般管理費
・教育経費（実習費等）
・診療経費
・図書館費

法人全体の経費
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研究費の種類ごとに異なる使用ルール
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・研究費の種類については、大別して３種類に定義します。

１ 競争的資金 日本学術振興会科学研究費や厚生労働省科学研究費など
競争的資金ごとのルールが定められています。
目的外使用は禁止されています。経費の合算については制限があります。
国民の税金を使用しています。研究計画に沿った使用を行い、自由に使える費用では決してあ

りません。使用期間も制限されますのでご注意ください。
学内や配分機関の規程規則に従い、使用を行ってください。

２ 政府省庁や民間企業との研究契約 受託研究費や共同研究費等
契約書に記載している内容に従ってください。また、契約先の事務処理要領等を守る必要があ

ります。
官公庁や独立行政法人等は税金から、企業は企業の収益により契約をしています。自由に使え

る費用ではありません。学内や契約先の規程規則に従い、使用を行ってください。

３ 運営費交付金を財源とした本学独自の研究費 個人研究費や学長重点枠
研究費の執行については、研究計画に沿って執行してください。
本学の運営の半分は県の税金で賄われています。学内の規程に従い、使用を行ってください。



本学の機関内の主な研究費執行に関する規定
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・会計のルール（基本）

公立大学法人九州歯科大学会計規程 公立大学法人九州歯科大学契約事務取扱規則

公立大学法人九州歯科大学契約事務取扱規則運用要綱 公立大学法人九州歯科大学会計規程施行細則

・旅費のルール

公立大学法人九州歯科大学職員旅費規程 公立大学法人九州歯科大学職員旅費規程施行規則

・発注・検収のルール

公立大学法人九州歯科大学検収要領 公的資金による発注と検収に関する方針

・その他のルール

九州歯科大学研究活動における不正防止等に関する規程

公立大学法人九州歯科大学共同研究に関する取扱規程 公立大学法人九州歯科大学受託研究に関する取扱規程

公立大学法人九州歯科大学奨学寄附金取扱規程 公立大学法人九州歯科大学奨学寄附金取扱細則

公立大学法人九州歯科大学決裁規則 公立大学法人九州歯科大学職員の懲戒等に関する規程

以下については、研究費についての主なルールです。研究費の執行については、事務職員だけでなく、
必ず研究者及び研究補助員についても、機関内のルールについて把握してください。



契約・検収について（平成２９年度更新）

• 発注について、物品において研究室発注が可能な範囲は、物品単価５万円
未満かつ総額５０万円未満の発注までが対象となります。また、業務委託
等（修繕等含む）については、一業務あたり単価１０万円未満の業務委託
までが対象となります。

• 上記に記載した金額以上の発注となる場合には、発注書兼発注依頼書に見
積書及びカタログ・仕様書等を添付して、必ず経営管理部財務管理班まで
提出し、発注を依頼してください。今後の総務班への発注連絡票の提出は
必要ありません。この場合の契約事務については財務管理班が行います。

• 発注書兼発注依頼書には、支出財源の特定のため、必ず支出する財源科目
を記載してください。

• 財源が公的資金である契約は全て検収を行うことと変更しています。

• インターネット購入を行う場合は、納品先を必ず本学にしてください。

• 業者から見積書や請書を徴収する場合は必ず日付を入れるよう指示してく
ださい。また、同様に請求書に必ず日付を入れるよう指示してください。
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契約時における会計のルールについて
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①見積依頼
⑨受領・検査
・納品書にサイン

※学生の受取は不可

②見積書作成
⑦検収

・納品書、委託報告書
等に検収印を押印

④契約事務

⑪支払処理

⑥納品確認

教員

業者

発注・契約担当事務
（財務管理班）

検収センター
（総務班）

③発注書兼発注依頼書作成・提出

・納品書
・物品、委託報告書等

⑤発注

会計事務
（財務管理班）

⑩支払必要書類の提出

⑧納品

・物件、成果物
・納品書
・請求書

⑫支払

発注・契約・支払の流れ（物品単価５万円以上若しくは総額５０万円以上・一業務単価１０万円以上の場合）

・納品書
・請求書
・購入依頼書
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出張旅費の精算業務フロー図について
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発注依頼が必要な金額における物品購入を立替払いで行った場合



研究費の使用における研究者の権限と責任
研究者は、予算の配分を受けることで「予算管理者」となり、当該予算の管理及び執行に関する

事務を委任され、予算の使途の決定などを行います。

研究者は、自らに配分された予算の管理責任者として、善良な管理者の注意をもって財務及び

会計に関する事務を処理する義務があります。
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①財源の特定 あらかじめ購入財源を特定してください。

②財源の使用ルールの確認 財源によっては使用できない経費があります。事前にルールを確認してください。

③業者の選定 価格面などで本学にとって最も有利な条件を提示した業者を選定してください。

○発注前の確認事項

○禁止事項

①意図的な分割発注 同一時期に発注・納品する同一物品を特段の理由なく分割発注を行うこと。

②合理的な理由のない偏重発注 合理的な理由無く、特定の業者に偏った発注を行うこと。

③業者との不必要な接触 業者との接触は最小限にとどめ、不必要な接触を行うこと。



研究費の使用に際して
①競争的資金の研究課題とは直接関係のない出張の旅費を支出することは認められません。

（他の委託研究遂行による出張等）

②研究者の責によらない場合を除く旅費のキャンセル料は支出できません。

③研究課題とは直接関係のない経費の執行はできません。（物品費、設備費、人件費）

④研究中に発生した事故・処理等に要する費用は支出できません。

⑤競争的資金による学会に係る経費は基本的に支出できません。（入会金、年会費、単なる懇親会費等）。

（ただし、個人研究費による執行や研究課題遂行に必要な学会の参加費の執行は可能です。執行する際の

伝票に理由書等を添付してください。）

⑥研究計画に沿わない時期による物品や備品の購入。

（ある一定時期に集中した研究費の執行は不正を疑われかねません。特に年度末に高額な備品等の購入は

研究計画に沿った支出と判断することが厳しいためご注意ください。）

⑦競争的資金は制度ごとに使用できない経費があるので、使用する際は当該補助金等の使用ルールを確認

の上使用する必要があります。

⑧研究助成財団等から研究者個人あるいは研究グループに対する助成を受けた場合において、大学による

機関経理を行う必要があります。

⑨研究費を財源としたパソコンやデジタルカメラ等の換金性の高い物品を購入した際は大学の規定に基づ

き管理されます。大学が関与しない処分等はできませんのでご注意ください。 13
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研究費における不正行為とは
「預け金」 架空の取引により研究機関に代金を支払わせ、業者に預け金（プール金）として管理させること。
「カラ出張」 意図して実態の伴わない出張旅費を研究機関に支払わせること。
「カラ謝金」 意図して実態の伴わない作業謝金を研究機関に支払わせること。

預け金 ① 業者に架空の取引を指示し、虚偽の納品書、請求書等を作成させ、研究費から支払っていた。
② 架空発注により消耗品等を購入したように装い、研究機関から補助金を支出させ、業者に預け金として

管理させた上で、必要に応じ研究機関に保管された納品伝票とは異なる研究用物品の購入に充てていた。
③ 物品等を研究機関による正規の手続きを経て購入し、納品検収を受け、支出手続がなされた後、物品等

を業者に持ち帰らせ、支払金額を預け金として業者に管理させた。その後、正規の手続きを経ずに物品
等を納入させ、その代金を預け金から支出していた。

カラ出張 ① 出張を取止めたにも関わらず、偽りの出張報告書を提出して出張が行われたかのように装い、不正に旅
費を受領していた。

② 海外渡航に係る旅費に妻子を同伴するための費用を含んで精算したほか、研究課題の目的からはずれた
共同研究の打ち合わせをするために、予定外の目的地に滞在した。

カラ謝金 ① 勤務実態のない勤務報告書をアルバイトに作成させて賃金を請求し、研究費から賃金が支払われた後、
研究者に賃金の一部を戻させ、私的流用していた。

② 勤務実態のない勤務報告書を大学院生のアルバイトに作成させて請求し、補助金から賃金が支払われた
後、その賃金をプールして大学院学生の学会参加の旅費に充てていた。

具体的な内容
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研究費における不適切な支出

○「期ずれ」
取引先の事由により納品が遅れてしまい、翌年度に納品されたものを当年度に

納品したこととする行為も、不適切な支出等に該当します。
発注された物と実際に納品された物が同一であっても、状況によっては「補助

金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の「他の用途への使用」（＝不
正）とみなされる可能性があります。

○「分割発注」
本来は一つの調達案件（例として１０万円以上）とすべきにも関わらず、同一

業者に分割して（例として１０万円未満）調達することは不適切な支出に該当し
ます。
分割発注は、業者と教職員との癒着がエスカレートし、不正（預け金等）の温

床となる恐れがあります。また、分割発注は、予算全体で経費が増加する可能性
があるため、会計検査院等の検査機関も注意しています。
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１４ページのような研究費の使用を行えば、研究のための流用又は私的流用に関わらず、全ての行為が
研究費の不正使用と判断されます。

研究費の不正使用を行えば、研究費の一部又は全部返還となります。競争的資金の場合は、私的流用を
行った研究代表者や共謀者は１０年間の応募資格の停止となります。私的流用を行わなかった場合におい
ても、１～５年の間応募資格の停止となります。善管注意義務違反であっても最大２年間応募資格が制限
されます。
また、研究費の不正使用を行えば、「公立大学法人九州歯科大学職員の懲戒等に関する規程」により懲

戒処分が課されます。また、法律上の措置として民事訴訟や刑事告発を本学又は研究費を配分した機関が
行う場合もあります。

研究費の不正使用が見受けられる旨の通報があった場合は「九州歯科大学研究活動における不正防止等
に関する規程」に基づき、調査の要否判断や調査委員会の設置を行います。調査により研究費の不正使用
が認められるか否か、不正の内容及び被通報者の構成員について不正関与の度合を認定し、不正使用が
あったと認定された場合は、不正使用に関与した者の氏名・所属、不正使用の内容、本学が公表時までに
行った措置の内容等を公表します。
不正が行われた旨の通報があれば、各政府省庁及び研究費を配分した機関に研究機関は常に状況報告を

行わなければなりません。その際には、不正使用が行われた研究費の執行は停止されます。

研究費の不正使用が見受けられる場合は経営管理部までご連絡ください。
また、研究費の執行について疑問等あれば同じく経営管理部までご連絡ください。

研究費の不正使用を行った場合の措置



本学における不正防止策について

• 公的資金を財源とした契約は全て検収を実施

• 発注業務を事務職員が実施（小額発注を除く）

• 内部監査の実施

• 納品物品等のモニタリングによる事後確認の実施

• 高額備品等における事後の実態調査の実施

• 不正行為相談・通報窓口の設置（経営管理部総務班）

• 研究費の不正使用防止に係る誓約書の提出

• 取引業者に対して研究費の不正使用防止に係る誓約書の提出
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※科学研究費の執行に関して
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次に該当する経費は支出できませんのでご注意ください。

• 交付申請書記載の研究目的以外のものや、研究と直接関係のないもの。

〔例〕酒・煙草代、手土産代、学会年会費、名刺代、印鑑代等

• 建物等の施設に関する経費。基本的には事務局が対応。ただし、直接経費
により購入した物品を導入することにより必要となる軽微な据付費等のた
めの経費を除く。

• 机、いす、電話、複写機等、研究機関で通常備えるべき物品を購入するた
めの経費。

• 研究実施中に発生した事故・災害処理のための経費。

• 年度を超える契約に対する支払い、年度内に納入が完了しない物品の購入
経費（科研費（補助金分・基金分の最終年度）の場合）。

• 科学研究費の研究課題と関係のない学会の参加費、出張。
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